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魯
迅
輯
『
古
小
説
鈎
沈
』
校
釈

-
『
幽
明
録
』
　
(
七
)
　
-

4
7
　
漢
末
大
乱
、
頴
川
有
人
措
避
地
他
郡
①
。
有
女
年
七
八
歳
②
、

不
能
渉
遠
、
勢
不
両
全
。
道
邊
有
古
家
穿
敗
、
以
縄
繋
女
下
之
。

経
年
鈴
還
、
於
寡
尋
見
、
欲
更
積
葬
。
忽
見
女
尚
存
。
父
大
驚
、

問
女
得
活
意
。
女
云
、
「
家
中
有
一
物
、
於
晨
暮
際
③
、
軋
伸
頭

翁
気
。
鳥
試
致
之
、
果
党
不
復
飢
渇
。
」
　
家
人
於
冤
尋
索
此
物
、

乃
是
大
亀
。
『
御
覚
』
五
百
五
十
九
※
鄭
晩
晴
輯
注
本
二
二
頁

【
校
異
】
　
①
「
頴
」
、
御
覚
・
飽
崇
城
本
・
手
稿
本
拉
作
「
頴
」
、

『
正
字
通
』
云
、
「
(
頴
)
、
俗
人
穎
)
字
。
」
　
此
昔
作
　
「
頴
」
。
今
接

全
集
本
・
古
籍
叢
編
本
改
。
②
『
古
小
説
鈎
沈
』
無
　
「
年
」
　
字
、

今
擴
御
覚
・
飽
崇
城
本
補
。
③
　
「
際
」
、
手
稿
本
・
全
集
本
作
　
「

徐
」
、
今
接
御
覧
・
飽
崇
城
本
・
古
籍
叢
福
本
改
。

【
注
釈
】
　
漠
末
大
乱
　
後
漢
末
期
の
混
乱
し
た
状
況
を
い
う
の

で
あ
ろ
う
。
　
頴
川
　
郡
名
。
後
漠
の
陽
笹
　
(
今
の
河
南
省
許
昌

県
)
　
を
中
心
と
し
た
地
域
。
　
渉
遠
　
遠
く
に
行
く
。
『
孔
子
家

語
』
巻
二
致
思
篇
に
　
「
負
重
渉
遠
、
不
搾
地
而
休
。
」
　
(
重
き
を

い
こ

負
ひ
遠
き
を
捗
る
に
は
、
地
を
揮
ば
ず
し
て
休
ふ
)
　
と
あ
る
。

富

　

永

　

一

　

登

勢
不
両
全
　
状
況
か
ら
し
て
避
難
す
る
こ
と
と
娘
を
連
れ
て
行
く

こ
と
の
両
方
を
実
行
は
で
き
な
か
っ
た
。
『
史
記
』
巻
七
五
孟
嘗

君
列
侍
　
「
勢
不
可
両
立
。
」
　
(
勢
ひ
両
立
す
べ
か
ら
ず
)
　
と
あ
る
。

穿
敗
　
穴
が
あ
い
て
壊
れ
る
。
『
論
衡
』
巻
二
〇
論
死
篇
に
　
「

死
而
形
髄
朽
、
精
気
散
、
猶
嚢
棄
穿
敗
、
粟
米
棄
出
也
。
」
　
(
死

し
て
形
髄
朽
ち
、
精
気
散
ず
る
は
、
猶
は
嚢
菜
の
穿
敗
し
、
粟
米

の
乗
出
す
る
が
ご
と
き
な
り
)
　
と
あ
り
、
『
青
書
』
巻
七
一
陳
頗

博
に
　
「
千
里
之
限
、
蟻
唾
而
穿
敗
」
　
(
千
里
の
隈
も
、
蟻
垣
よ
り

し
て
穿
敗
す
)
　
と
あ
る
。
　
得
活
意
　
生
き
る
こ
と
が
で
き
た
わ

け
。
「
意
」
　
は
、
わ
け
、
道
理
の
意
。
鄭
晩
晴
注
に
は
　
「
意
‥
塊

晋
人
把
意
祁
理
作
力
思
惟
的
両
全
屡
次
.
托
立
党
的
感
受
倍
量
称

力
意
‥
色
辻
推
理
両
得
列
的
状
況
称
力
理
。
」
　
と
い
う
。
　
余
気

空
気
を
吸
う
。
「
翁
」
　
は
　
「
吸
」
　
と
同
意
。
道
家
で
天
地
の
気

を
吸
い
込
む
こ
と
を
い
う
。
『
関
ダ
子
』
四
符
篇
に
　
「
吸
気
以
養

精
。
」
　
(
気
を
吸
ひ
て
以
て
精
を
養
ふ
)
　
と
あ
る
。

【
訓
読
】
　
漢
末
の
大
乱
に
、
頴
川
に
人
の
将
に
地
を
他
郡
に
避
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む
す
め

け
ん
と
す
る
有
り
。
女
の
年
七
八
歳
な
る
有
り
て
、
遠
き
に
捗

ふ

た

　

　

　

　

　

ま

つ

た

る
能
は
ず
、
勢
ひ
雨
つ
な
が
ら
全
か
ら
ず
。
道
邊
に
古
家
の
穿

敗
す
る
有
り
、
縄
を
以
て
女
を
繋
ぎ
之
を
下
す
。

も

と

　

　

あ

ら

年
給
を
経
て
還
り
、
家
に
於
い
て
尋
ね
覚
め
、
更
め
て
靖
葬
せ

ん
と
欲
す
。
忽
ち
女
の
尚
は
存
す
る
を
見
る
。
父
大
い
に
驚
き
、

女
に
活
く
る
を
得
し
意
を
問
ふ
。
女
云
ふ
、
「
家
中
に
一
物
有
り
、

す

晨
碁
の
際
に
於
い
て
、
軋
ち
頭
を
伸
ば
し
気
を
翁
ふ
。
岳
に
試
み

な
ら

に
之
を
致
へ
ば
、
果
し
て
復
た
飢
渇
せ
ざ
る
を
党
ゆ
」
　
と
。
家
人

家
に
於
い
て
此
の
物
を
尋
ね
索
む
れ
ば
、
乃
ち
走
れ
大
亀
な
り
。

【
訳
文
】
　
漢
代
の
末
年
の
大
乱
の
と
き
に
、
穎
川
郡
に
他
の
郡

に
避
難
し
よ
う
と
し
て
い
た
人
が
い
た
。
彼
に
は
七
、
八
歳
の
娘

が
い
て
、
遠
方
ま
で
行
く
こ
と
が
で
き
ず
、
状
況
か
ら
し
て
自
ら

の
避
難
と
娘
を
連
れ
て
行
く
こ
と
の
両
方
を
実
行
す
る
こ
と
は
不

可
能
だ
っ
た
。
道
ば
た
に
穴
が
あ
い
て
壊
れ
た
古
い
墓
が
あ
っ
た

の
で
「
　
娘
を
縄
で
く
く
つ
て
そ
の
中
に
下
ろ
し
て
お
い
た
。

一
年
余
り
経
っ
て
帰
っ
て
き
た
と
き
、
墓
に
娘
を
捜
し
に
行
き
、

改
め
て
埋
葬
し
よ
う
と
思
っ
た
。
と
こ
ろ
が
思
い
も
よ
ら
ず
娘
が

ま
だ
生
き
て
い
る
の
を
見
た
。
父
親
は
大
変
驚
い
て
、
娘
に
ど
う

や
っ
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
と
尋
ね
た
。
娘
は
、
「
お
墓

の
中
に
何
か
が
い
て
、
朝
晩
に
な
る
と
、
頭
を
伸
ば
し
て
空
気
を

吸
っ
て
い
た
の
。
そ
こ
で
試
し
に
そ
れ
を
真
似
し
た
ら
、
思
っ
た

通
り
お
腹
が
す
い
た
と
感
じ
な
く
な
っ
た
の
よ
」
　
と
言
っ
た
。
家

の
人
が
墓
の
中
で
そ
の
物
を
捜
し
求
め
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
な
ん

と
大
き
な
亀
だ
っ
た
。

【
補
説
】
　
「
漠
末
の
大
乱
に
…
…
勢
ひ
両
つ
な
が
ら
全
か
ら
ず
」

と
い
う
の
は
、
王
架
　
「
七
哀
詩
」
　
(
『
文
選
』
巻
二
三
)
　
で
、
母

親
が
　
「
未
知
身
死
虞
、
何
能
南
柏
完
」
　
(
未
だ
身
の
死
す
る
虞
を

知
ら
ず
、
何
ぞ
能
く
両
つ
な
が
ら
相
完
か
ら
ん
)
　
と
言
っ
て
、
子

ど
も
を
草
む
ら
に
捨
て
去
る
の
と
同
じ
よ
う
な
戦
時
の
悲
惨
さ
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
娘
が
一
年
余
り
生
き
延
び
て

い
た
奇
跡
は
、
当
時
の
願
望
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。

亀
の
呼
吸
法
を
ま
ね
て
餓
死
を
免
れ
る
話
は
、
『
御
覧
』
巻
六

九
引
『
幽
明
録
』
　
(
『
古
小
説
鈎
沈
』
本
第
一
七
一
話
)
　
に
も
見

え
る
　
(
『
博
物
志
』
巻
十
八
『
贋
記
』
巻
四
五
六
r
蛇
」
一
「
天
門
山
」
、

李
壁
『
王
荊
文
公
詩
箋
注
』
啓
一
r
同
王
滝
賢
良
拭
包
得
升
字
」
　
詩
注
引

同
)
に
も
収
録
)
。

人
有
山
行
墜
澗
者
、
無
出
路
、
飢
餓
欲
死
。
見
怨
蛇
甚
多
、

朝
暮
引
頸
向
四
方
。
人
因
學
之
、
遂
不
飢
。
賠
殊
軽
便
、
能

登
岩
岸
。
踵
数
年
後
、
疎
身
學
皆
、
遂
超
出
澗
上
、
即
得
還

家
。
顔
色
悦
澤
、
頗
更
聰
慧
。
泊
食
穀
、
嗅
滋
味
、
百
日
複

其
本
質
。
(
人
に
山
行
し
て
潤
に
墜
ち
し
者
有
り
、
出
路
無

く
、
飢
餓
し
て
死
せ
ん
と
欲
す
。
包
蛇
甚
だ
多
く
、
朝
碁
に

頸
を
引
き
四
方
に
向
く
を
見
る
。
人
因
り
て
之
を
學
び
、
送

に
飢
ゑ
ず
。
鱈
殊
に
軽
便
に
し
て
、
能
く
岩
岸
に
登
る
。
数

年
を
経
し
後
、
身
を
疎
し
腎
を
怒
げ
て
、
遂
に
澗
上
に
超
出

し
、
即
ち
家
に
還
る
を
得
。
顔
色
恨
澤
し
、
頗
る
更
に
穏
慧

,
‖
上

な
り
。
穀
を
食
ひ
、
滋
味
を
嘆
ふ
に
泊
び
、
百
日
に
し
て
共

の
本
質
に
復
す
。
)
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ま
た
、
こ
の
話
は
、
亀
の
長
寿
法
と
の
関
係
で
、
『
抱
朴
子
』

内
岩
巻
三
　
「
対
俗
篇
」
　
に
『
異
聞
記
』
か
ら
引
か
れ
て
い
る
。
『

抱
朴
子
』
　
で
は
、
亀
が
飲
ま
ず
食
わ
ず
で
生
き
て
い
る
と
い
う
話

か
ら
、
次
の
よ
う
に
記
す
。

其
興
凡
物
不
同
亦
遠
英
。
亦
復
何
疑
於
千
歳
歳
。
仙
経
象

包
之
息
、
豊
不
有
以
平
。
故
太
丘
長
頴
川
陳
仲
弓
、
篤
論
士

也
。
撰
『
異
聞
記
』
　
云
、
(
其
の
凡
物
と
同
じ
か
ら
ざ
る
こ

と
亦
遺
し
。
亦
復
た
何
ぞ
千
歳
な
る
を
疑
は
ん
や
。
仙
経
に

ゆ

ゑ

　

　

　

　

　

　

　

　

も

L

こ

怨
の
息
に
象
る
は
、
豊
に
以
有
ら
ざ
ら
ん
や
。
故
の
太
丘
の

長
穎
川
の
陳
仲
弓
は
、
原
論
の
士
な
り
。
『
異
聞
記
』
を
撰

し
て
云
ふ
、
)

其
郡
人
張
贋
定
者
、
遭
乱
常
避
地
。
有
一
女
牛
四
歳
、
不

能
歩
渉
、
又
不
可
抱
負
、
計
棄
之
。
固
首
餓
死
、
不
欲
令
其

骸
骨
之
露
。
村
口
有
古
大
塚
、
上
嶽
先
有
穿
穴
、
乃
以
器
盛

槌
之
、
下
此
女
於
塚
中
、
以
敷
月
許
乾
板
及
水
某
輿
之
而
舎

去
。
侯
世
平
定
、
其
聞
三
年
、
廣
定
乃
得
還
郷
里
。
欲
牧
塚

中
所
東
女
骨
、
更
積
埋
之
。
廣
定
往
視
、
女
故
坐
塚
中
、
見

其
父
母
、
猶
識
之
甚
喜
。
而
父
母
猶
初
恐
其
鬼
也
。
父
下
人

就
之
、
乃
知
其
不
死
。
問
之
従
何
得
食
。
女
言
、
糧
初
義
時

甚
飢
、
見
塚
角
有
一
物
、
伸
頸
呑
気
、
試
致
之
、
特
不
復
飢
、

日
月
鳥
之
、
以
至
於
今
。
父
母
去
時
所
留
衣
被
、
自
在
塚
中
。

不
行
往
来
、
衣
服
不
敗
、
故
不
寒
凍
。
虜
定
乃
索
女
所
言
物
、

乃
是
一
大
亀
耳
。
女
出
食
穀
、
初
小
腹
痛
噛
逆
、
久
許
乃
習
。

か
つ

(
其
の
郡
人
の
張
廣
定
は
、
乱
に
遭
ひ
常
て
地
を
避
く
。
一

女
有
り
年
四
歳
、
歩
渉
す
る
能
は
ず
、
又
拍
負
す
べ
か
ら
ず
、

之
を
棄
て
ん
と
計
る
。
固
よ
り
昔
に
餓
死
す
べ
く
ん
ば
、
其

の
骸
骨
の
露
は
れ
し
む
る
を
欲
せ
ず
。
村
口
に
古
き
大
塚
有

り
、
上
巌
の
先
に
穿
穴
有
り
、
乃
ち
器
を
以
て
盛
り
之
に
槌

む

ナ

わ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

は

か

り

ぎ
、
此
の
女
を
塚
中
に
下
し
、
敷
月
許
の
乾
飯
及
び
水
妹

す

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

よ

を
以
て
之
に
輿
へ
て
舎
て
去
る
。
世
の
平
定
な
る
を
候
ち
、

其
の
聞
三
年
、
廣
定
乃
ち
郷
里
に
遠
へ
る
を
得
。
塚
中
に
棄

あ
ら
た

て
し
所
の
女
の
骨
を
収
め
、
更
め
て
之
を
楕
埋
せ
ん
と
欲

・
も
レ
ー

す
。
廣
定
往
き
て
視
る
に
、
女
故
の
ご
と
く
塚
中
に
坐
し
、

其
の
父
母
を
見
て
、
猶
は
之
を
識
り
て
甚
だ
喜
ぶ
。
而
る
に

父
母
猶
は
初
め
は
其
の
鬼
な
ら
ん
こ
と
を
恐
る
る
な
り
。
父

下
り
入
り
て
之
に
就
き
、
乃
ち
其
の
死
せ
ざ
る
を
知
る
。
之

に
何
よ
り
食
を
得
し
か
と
問
ふ
。
女
言
ふ
、
糧
初
め
轟
き
し

時
甚
だ
飢
う
、
塚
角
に
一
物
有
り
、
頸
を
伸
ば
し
気
を
呑
む

な

・

り

　

　

　

　

う

た

を
見
、
試
み
に
之
に
致
ふ
に
、
輯
た
復
た
飢
ゑ
ず
、
日
月
之

を
烏
し
、
以
て
今
に
至
る
と
。
父
母
去
り
し
時
に
留
む
る
所

の
衣
被
、
自
づ
か
ら
壕
中
に
在
り
。
往
来
を
行
は
ず
、
衣
服

敗
れ
ず
、
故
に
寒
凍
せ
ず
。
廣
定
乃
ち
女
の
言
ひ
し
所
の
物

・
t
U
し
ー

を
索
む
る
に
、
乃
ち
走
れ
一
の
大
亀
な
る
の
み
。
女
出
で
て

ひ
さ
し
く

穀
を
食
ら
ふ
に
、
初
め
は
小
し
く
腹
痛
嘔
逆
す
る
も
、
久
許

な

し
て
乃
ち
習
る
。
)

此
又
足
以
知
亀
有
不
死
之
法
、
及
烏
道
者
放
之
、
可
輿
亀

同
年
之
験
也
。
(
此
れ
又
以
て
亀
に
不
死
の
法
有
り
、
及
び

道
を
烏
す
者
之
に
致
へ
ば
、
亀
と
年
を
同
じ
く
す
べ
き
の
験
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な
る
を
知
る
に
足
る
な
り
。
)

仲
弓
は
陳
定
　
(
一
〇
四
-
一
八
七
)
　
の
字
、
太
丘
県
の
長
官
、

『
後
漢
書
』
巻
六
二
に
伝
が
あ
る
。
『
異
聞
記
』
は
、
『
古
小
説

鈎
沈
』
に
も
二
話
収
録
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
話
は
『
抱
朴
子
』
か

ら
引
く
。
『
意
林
』
巻
四
も
『
抱
朴
子
』
か
ら
引
用
す
る
。
ま
た
、

『
濁
異
志
』
巻
下
第
三
六
三
話
　
(
張
永
欽
・
侯
志
明
点
校
、
中
華

書
局
、
一
九
八
三
。
『
廣
記
』
巻
四
七
二
　
(
水
族
九
亀
)
　
「
張
廣
定
」

引
同
)
　
に
も
、

陳
仲
弓
『
異
聞
記
』
　
日
、
「
張
廣
定
者
、
遭
乱
避
地
。
有
一

女
子
、
四
歳
、
不
能
走
。
又
不
忍
棄
之
、
乃
懸
籠
千
古
家
中
、

意
謂
他
日
得
骸
骨
。
及
三
年
、
蹄
引
取
之
、
見
其
尚
活
。
間

之
、
女
答
日
、
「
食
債
別
段
、
見
其
勇
有
物
、
引
頸
呼
吸
、

則
致
之
、
故
能
活
。
」
　
廣
定
人
家
視
之
、
乃
一
缶
也
。
陳
寛

之
言
、
国
富
不
妄
。
(
陳
仲
弓
『
異
聞
記
』
　
に
日
く
、
「
張

虞
定
は
、
乱
に
遭
ひ
地
を
避
く
。
一
女
子
有
り
、
四
歳
に
し

て
、
走
ぐ
る
能
は
ず
。
又
之
を
棄
つ
る
に
忍
び
ず
、
乃
ち
籠

お
も

に
古
家
の
中
に
懸
け
、
他
日
骸
骨
を
得
ん
と
意
謂
ふ
。
三

年
に
及
び
、
締
り
て
引
き
て
之
を
取
り
、
其
の
尚
は
活
く
る

つ

を
見
る
。
之
に
問
ふ
に
、
女
答
へ
て
日
く
、
「
食
佳
き
し
と

の
は

き
則
ち
綴
ゑ
、
其
の
勇
に
物
有
り
、
頸
を
引
し
て
呼
吸
す
る

な
ら

見
、
則
ち
之
に
放
ふ
、
故
に
能
く
活
く
」
　
と
。
廣
定
　
家
に

入
り
之
を
視
る
に
、
乃
ち
一
亀
な
り
。
隣
室
の
言
、
固
よ
り

昔
に
妄
な
ら
ざ
る
べ
し
。
)

と
あ
る
。

4
8
　
孫
鍾
①
、
呉
郡
富
春
人
、
堅
之
父
也
②
。
少
時
家
貧
③
、
輿

母
居
④
、
至
孝
篤
信
⑤
、
種
瓜
烏
業
⑥
。
瓜
熟
⑦
、
有
三
少
年
容

服
研
麗
⑧
、
詣
鐘
乞
瓜
⑨
。
鍾
引
入
庵
中
⑩
、
設
瓜
及
飯
⑪
、
穏

敬
股
勤
⑫
。
三
人
臨
去
⑬
、
謂
鐘
日
⑭
、
「
豪
君
厚
憲
⑮
。
今
示

子
葬
地
⑯
。
欲
得
世
世
封
侯
乎
⑰
。
欲
鳥
致
代
天
子
乎
⑬
。
」
　
鍾

脆
日
⑲
、
「
敢
代
天
子
⑳
、
故
雷
所
欒
⑳
。
」
便
烏
定
墓
⑳
。
又

日
⑳
、
「
我
司
命
也
⑳
。
君
下
山
百
歩
⑳
、
勿
反
顧
⑳
。
」
　
鍾
下

山
六
十
歩
⑳
、
回
看
⑳
、
拉
鳥
目
鶴
飛
去
⑳
。
鍾
遂
於
此
葬
母
⑳
。

家
上
有
気
鱗
天
。

鐘
後
生
堅
、
堅
生
樺
、
植
生
亮
、
亮
生
休
、
休
生
和
、
和
生
暗
。

烏
晋
廟
伐
、
降
鳥
紆
命
侯
。
〔
李
治
蒙
求
注
中
。
初
學
記
八
。
類

衆
八
十
七
。
御
覚
五
百
五
十
九
、
九
百
七
十
八
。
事
類
拭
注
二
十

七
。
敦
塩
本
類
書
　
(
鳴
沙
石
室
侠
書
所
収
・
伯
二
五
二
六
)
、
敦

焙
本
類
書
「
報
恩
」
(
鳴
沙
石
室
古
籍
叢
残
所
収
・
伯
二
五
二
四
)

㊧
〕
　
※
鄭
晩
晴
輯
注
本
三
七
百

【
校
異
】
　
①
　
「
孫
」
　
上
、
敦
堤
本
類
書
　
(
伯
二
五
二
六
)
　
有
　
「

呉
郡
」
　
二
字
、
敦
堤
本
類
書
　
(
伯
二
五
二
四
)
　
作
　
「
吾
人
」
。
②

初
學
記
・
蒙
求
注
・
敦
堤
本
類
書
無
　
「
呉
郡
富
春
人
堅
之
父
也
」

九
字
。
校
記
云
、
「
二
句
依
『
御
覚
』
引
捕
。
」
　
掬
覚
九
七
八
・

事
類
賦
注
二
七
無
　
「
呉
郡
」
　
二
字
。
「
堅
之
父
」
、
掬
覚
五
五
九

作
　
「
堅
之
祖
」
、
御
覚
九
七
八
・
事
短
観
注
作
　
「
堅
父
」
　
二
字
。

類
変
無
　
「
呉
郡
」
　
「
堅
之
父
也
」
　
六
字
。
③
敦
堤
本
類
書
無
　
「
少

時
」
　
二
字
。
「
家
」
、
敦
煙
本
類
書
　
(
伯
二
五
二
四
)
　
作
　
「
居
」
。
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御
電
・
事
穎
賦
注
・
初
學
記
・
類
棄
無
比
四
字
。
④
初
學
記
・
蒙

求
注
・
敦
珪
本
類
書
無
比
三
字
。
⑤
校
記
云
、
「
蒙
求
注
無
比
句
。
」

初
學
記
・
蒙
求
注
・
敦
堤
本
類
書
無
比
四
字
。
事
類
賦
注
無
　
「
篤

信
」
　
二
字
。
⑥
豪
求
注
無
　
「
鳥
業
」
　
二
字
、
校
記
云
、
「
二
字
『

御
寛
』
引
有
。
」
　
初
學
記
・
類
栗
・
敦
塩
類
書
・
御
覚
・
事
類
拭

注
拉
有
。
「
種
」
上
、
初
學
記
有
「
以
」
字
。
⑦
初
學
記
・
類
棄
・

敦
焙
類
書
　
(
伯
二
五
二
六
)
・
御
覚
・
事
類
拭
注
無
此
二
字
。
敦

坦
本
類
書
　
(
伯
二
五
二
四
)
　
作
　
「
瓜
始
熟
」
　
三
字
。
⑧
校
記
云
、

「
蒙
求
注
引
作
有
三
人
来
。
今
依
『
御
覚
』
。
」
　
蒙
求
注
・
敦
焙

本
類
書
　
(
伯
二
五
二
四
)
　
作
　
「
有
三
人
来
」
、
初
學
記
作
　
「
有
二

少
年
」
、
類
棄
作
　
「
忽
有
三
年
少
来
」
、
敦
焙
類
書
　
(
伯
二
五
二

六
)
　
作
　
「
忽
有
三
人
」
、
御
覚
五
五
九
作
　
「
忽
有
三
年
少
」
　
拉
無

「
容
照
研
琵
」
　
四
字
。
魯
迅
接
御
覚
九
七
八
。
「
有
」
　
上
、
事
類

賦
注
有
「
忽
」
字
。
⑨
蒙
求
注
・
類
衆
・
敦
焙
本
類
書
無
「
詣
鍾
」

二
字
。
御
覚
五
五
九
無
　
「
鍾
」
　
字
。
此
句
下
、
御
覚
九
七
八
有
　
「

愛
欒
無
巳
」
　
四
字
。
⑩
初
學
記
・
類
衆
・
敦
煙
類
書
・
御
覚
・
事

類
賦
注
拉
此
五
字
。
⑪
初
學
記
・
類
焚
無
比
四
字
。
敦
蝮
類
書
　
(

伯
二
五
二
六
)
作
「
鍾
馬
具
食
」
、
敦
塩
本
類
書
(
伯
二
五
二
四
)

作
　
「
鍾
便
屈
」
、
御
覚
五
五
九
作
　
「
鍾
岳
設
食
」
、
御
覚
九
七
八

作
　
「
鳥
設
食
出
瓜
」
、
事
類
賦
注
　
「
鍾
岳
設
食
出
瓜
」
。
⑫
蒙
求

注
・
初
學
記
・
類
棄
・
敦
焼
本
類
書
・
御
覧
五
五
九
無
比
四
字
。

校
記
云
、
「
四
字
依
『
御
覚
』
引
補
。
」
　
魯
迅
接
御
覧
九
七
八
。
「

勤
」
、
事
類
賦
注
作
　
「
勲
」
。
⑬
蒙
求
注
無
　
「
臨
去
」
　
二
字
、
御

覚
無
「
三
人
二
一
字
、
敦
焙
本
類
書
(
伯
二
五
二
四
)
作
「
食
詑
」
。

初
學
記
・
類
架
・
敦
坦
類
書
　
(
伯
二
五
二
六
)
　
無
比
四
字
。
⑭
初

學
記
・
御
覚
・
事
類
賦
注
無
　
「
謂
鍾
」
　
二
字
。
類
栗
・
敦
焙
類
書

(
伯
二
五
二
六
)
　
無
此
三
字
。
⑮
敦
焙
本
類
書
　
(
伯
二
五
二
四
)

作
　
「
無
以
相
報
」
、
御
覧
五
五
九
作
　
「
感
君
不
知
何
以
相
報
」
、

御
覚
九
七
八
作
　
「
感
郎
見
接
之
厚
」
、
事
類
賦
注
作
　
「
感
見
接
之

厚
」
。
初
學
記
・
類
衆
・
敦
燈
類
書
(
伯
二
五
二
六
)
無
比
四
字
。

此
句
下
、
御
覚
九
七
八
有
　
「
送
出
門
三
人
日
」
　
六
字
。
⑩
初
學
記

作
「
此
山
下
善
可
作
家
富
岳
定
墓
」
、
敦
焙
類
書
(
伯
二
五
二
六
)

作
　
「
三
人
請
上
山
以
墓
地
報
鍾
既
而
日
此
墓
地
也
」
、
敦
煙
本
類

書
　
(
伯
二
五
二
四
)
　
作
　
「
示
子
以
墓
地
」
、
御
覚
五
五
九
作
　
「
此

山
下
善
可
作
家
」
、
御
覚
九
七
八
作
　
「
山
中
可
作
塚
」
。
類
棄
・

事
類
賦
注
無
比
五
字
。
⑰
御
覚
作
　
「
復
言
欲
連
世
封
侯
」
、
事
類

賦
注
作
　
「
欲
連
世
封
侯
」
。
初
學
記
・
類
衆
・
敦
焙
類
書
無
比
七

字
。
⑬
御
覚
五
五
九
作
　
「
而
敷
代
天
子
耶
」
、
御
覚
九
七
八
・
事

類
拭
注
作
　
「
焉
敦
世
天
子
」
。
初
學
記
・
類
衆
・
敦
煙
類
書
無
比

七
字
。
⑲
蒙
求
注
・
初
學
記
・
類
衆
・
敦
燵
類
書
無
此
三
字
。
御

覚
九
七
八
・
事
類
賦
注
作
　
「
鍾
日
」
。
⑳
蒙
求
注
・
初
學
記
・
類

衆
・
敦
燵
類
書
無
比
四
字
。
御
覚
九
七
八
・
事
類
賦
注
作
　
「
敷
世

天
子
」
。
⑳
蒙
求
注
・
初
學
記
・
類
衆
・
教
壇
類
書
・
御
覚
九
七

八
無
此
四
字
。
⑳
類
衆
作
　
「
鳥
鍾
定
墓
地
」
、
敦
煙
本
類
書
　
(
伯

二
五
二
四
)
　
作
　
「
遂
上
山
示
地
」
。
蒙
求
注
・
初
學
記
・
敦
塩
類

書
　
(
伯
二
五
二
六
)
・
御
覧
九
七
八
・
事
類
賦
注
無
此
四
字
。
校

記
云
、
「
巳
上
四
句
依
『
御
覚
』
引
補
。
」
魯
迅
接
御
覧
五
五
九
。

⑳
「
又
」
、
敦
塩
本
類
書
　
(
伯
二
五
二
四
)
　
作
　
「
詑
」
。
初
學
記
・
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類
衆
・
敦
煙
類
書
　
(
伯
二
五
二
六
)
・
御
覧
・
事
類
賦
注
無
此
二

字
。
⑳
敦
塩
類
書
　
(
伯
二
五
二
六
)
　
作
「
我
三
人
司
命
也
」
、
御

覚
九
七
八
作
　
「
我
等
司
命
」
、
事
類
賦
注
作
　
「
我
等
司
命
郎
」
。

此
句
、
御
覚
・
事
類
賦
注
在
上
　
「
日
」
　
下
。
初
學
記
・
類
衆
無
此

四
字
。
⑳
御
覧
五
五
九
作
　
「
日
君
可
山
下
百
歩
」
。
初
學
記
・
類

衆
・
敦
燈
本
類
書
　
(
伯
二
五
二
四
)
・
御
覚
九
七
八
・
事
類
賦
注

無
此
五
字
。
⑳
「
反
」
、
敦
塩
類
書
　
(
伯
二
五
二
六
)
　
作
「
返
」
。

御
覧
五
五
九
作
　
「
後
顧
見
」
、
下
有
　
「
我
去
虞
便
是
墳
所
也
」
　
八

字
。
初
學
記
・
類
衆
・
敦
焙
本
類
書
　
(
伯
二
五
二
四
)
・
御
覧
九

七
八
・
事
類
賦
注
無
此
三
字
。
校
記
云
、
「
『
御
覚
』
引
作
君
可

下
山
百
歩
後
顧
見
我
去
虞
便
是
墳
所
也
。
」
　
比
是
御
覧
五
五
九
、

但
今
　
「
下
山
」
作
　
「
山
下
」
。
⑧
校
記
云
、
「
敦
蛙
石
室
類
書
残

巻
引
作
鍾
行
可
八
十
歩
、
『
御
覚
』
引
作
百
歩
。
」
。
初
學
記
作
　
「

鍾
随
下
山
三
十
歩
」
、
敦
焙
類
書
　
(
伯
二
五
二
六
)
　
作
　
「
鍾
行
可

八
十
歩
」
、
御
覧
五
五
九
作
　
「
下
山
行
百
歩
」
。
類
衆
・
敦
焙
本

類
書
　
(
伯
二
五
二
四
)
・
御
覚
九
七
八
・
事
類
賦
注
無
比
六
字
。

⑳
「
回
」
、
敦
坦
類
書
　
(
伯
二
五
二
六
)
　
作
　
「
廻
」
。
御
覚
五
五

九
作
　
「
便
顧
見
」
　
三
字
。
初
學
記
・
類
釆
・
敦
焙
本
類
書
　
(
伯
二

五
二
四
)
・
御
覚
九
七
八
・
事
類
賦
注
無
此
二
字
。
⑳
初
學
記
作

「
二
人
悉
化
成
白
鶴
飛
入
空
中
」
、
類
栄
作
「
出
門
悉
化
岳
白
鶴
」
、

敦
煙
類
書
　
(
伯
二
五
二
六
)
　
作
　
「
三
人
皆
作
白
鶴
飛
去
」
、
敦
堤

本
類
書
　
(
伯
二
五
二
四
)
　
作
　
「
遂
化
鳥
目
鶴
而
去
」
、
御
覚
五
五

九
作
「
悉
化
成
白
鶴
也
」
、
御
覚
九
七
八
作
「
言
詑
悉
化
成
白
鵠
」
、

事
類
賦
注
作
「
悉
化
成
白
鵠
」
。
校
記
云
、
「
『
御
覚
』
一
引
作
鵠
。
」

御
覚
九
七
八
・
事
類
賦
注
　
「
鶴
」
　
作
　
「
鵠
」
。
校
記
云
、
「
巳
上

亦
見
『
御
覚
』
五
百
五
十
九
、
又
九
百
七
十
八
、
事
類
拭
注
二
十

七
、
『
初
學
記
』
八
、
『
類
衆
』
八
十
六
、
敦
焙
石
室
所
出
唐
宕

本
類
書
残
巻
。
」
⑳
此
句
以
下
、
初
學
記
作
　
「
即
孫
堅
所
葬
地
」
、

敦
堤
本
類
書
(
伯
二
五
二
四
)
作
「
遂
葬
母
、
鍾
生
堅
、
堅
生
権
、

漢
末
接
江
東
並
五
島
呉
主
」
、
類
棄
・
敦
焙
類
書
　
(
伯
二
五
二
六
)

御
覚
・
事
類
賦
注
無
。
但
類
衆
有
注
云
　
「
孫
権
祖
也
」
。
㊧
校
記

云
、
(
類
林
維
説
七
引
幽
明
録
云
、
「
孫
鐘
、
呉
郡
富
春
人
也
。

孫
武
之
後
。
鐘
種
瓜
岳
業
。
瓜
初
熟
、
有
三
人
乗
就
乞
瓜
。
鍾
遂

引
三
人
人
草
巻
、
設
飯
摘
瓜
以
食
之
。
三
人
食
詰
、
謂
鍾
日
、
『

豪
君
厚
恩
、
無
以
報
也
。
請
祝
君
葬
地
。
』
遂
路
之
上
山
、
謂
日
、

『
欲
得
世
世
封
侯
、
致
世
天
子
。
』
鐘
日
、
『
語
。
』
遂
指
一
成
、

可
葬
之
。
三
人
日
、
『
我
等
是
司
命
。
君
下
山
百
歩
、
勿
反
意
。
』

鍾
行
三
十
歩
、
回
首
見
三
人
、
化
作
白
鶴
飛
去
。
鍾
於
指
地
葬
父

母
。
買
上
常
有
紫
東
尾
天
、
浸
延
於
地
。
父
老
日
、
『
孫
氏
県
央
。
』

鐘
生
堅
、
字
文
茎
、
仕
歪
帝
鳥
破
虜
路
軍
、
長
沙
太
守
。
堅
生
億
、

字
仲
謀
、
漢
末
技
江
東
建
立
鳥
呉
天
子
、
都
拐
州
、
班
建
業
、
後

人

都
武
昌
。
植
生
亮
、
亮
生
林
、
林
生
暗
。
轄
岳
曹
所
伐
、
曙
降
菅
、

武
帝
封
焉
踪
命
侯
。
果
四
世
天
子
畠
王
。
孫
権
競
太
皇
、
亮
技
慮
、

休
烏
景
皇
帝
、
鴨
島
後
主
皇
帝
。
相
良
六
十
八
年
。
」
)
　
[
A
　
「

林
」
、
富
作
　
「
休
」
。
下
作
　
「
休
」
、
不
誤
。
]

【
注
釈
】
　
孫
鐘
　
生
没
年
未
詳
。
『
三
国
志
』
に
は
そ
の
名
が

見
え
な
い
。
　
富
春
　
県
名
。
今
の
新
江
省
富
陽
市
。
　
堅
　
孫

堅
。
一
六
六
?
-
一
九
二
?
。
孫
策
・
孫
権
の
父
。
『
三
国
志
』
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雀
四
六
に
伝
が
あ
る
。
　
権
　
孫
権
、
呉
の
大
帝
。
一
八
二
-
二

五
二
。
建
安
五
年
　
(
二
〇
〇
)
、
兄
孫
策
の
死
後
、
南
方
の
兵
を

ま
と
め
、
二
二
一
年
に
呉
王
と
な
り
、
二
二
九
年
に
皇
帝
位
に
即

く
。
『
三
国
志
』
巻
四
七
呉
主
侍
に
伝
が
あ
る
。
　
至
孝
篤
信

極
め
て
親
孝
行
で
誠
実
な
人
柄
。
「
篤
信
」
　
は
『
論
語
』
泰
伯
篇

に
　
「
篤
信
好
學
」
　
(
篤
く
信
じ
て
學
を
好
む
)
　
と
あ
る
。
　
容
服

研
麗
　
容
姿
服
装
が
美
し
く
締
麓
。
曹
植
　
「
車
渠
椀
賦
」
　
(
『
曹

子
建
集
』
啓
二
、
『
重
文
類
棄
』
巻
七
三
引
無
　
「
妨
」
　
字
)
　
に
　
「

窮
研
駕
之
殊
形
」
　
(
研
寓
の
殊
形
を
窮
む
)
　
と
あ
る
。
庵
中
　
草

葺
き
の
小
さ
な
家
の
中
。
二
字
、
『
類
林
雑
説
』
は
　
「
草
庵
」
　
に

作
る
。
『
繹
名
』
繹
官
室
に
　
「
草
囲
屋
日
蒲
。
蒲
、
敷
也
。
紐
其

上
而
放
下
也
。
又
謂
之
庵
。
庵
、
奄
也
。
所
以
自
覆
奄
也
。
」
　
(

草
園
屋
を
蒲
と
日
ふ
。
蒲
は
、
敷
な
り
。
其
の
上
を
総
じ
て
下
に

敷
く
な
り
。
又
之
を
庵
と
謂
ふ
。
庵
は
、
奄
な
り
。
自
ら
覆
奄
す

る
所
以
な
り
。
)
　
と
言
い
、
『
神
仙
侍
』
焦
先
　
(
『
太
平
庸
記
』
巻

九
)
　
に
　
「
居
河
之
沼
、
結
草
岳
庵
、
濁
止
其
中
。
」
　
(
河
の
沼
に

居
り
、
草
を
結
び
て
庵
と
焦
し
、
濁
り
其
の
中
に
止
ま
る
)
、
『

神
仙
伝
』
河
上
公
　
(
『
太
平
廣
記
』
巻
一
〇
)
　
に
　
「
公
結
草
烏
庵

つ
く

於
河
之
店
。
」
(
公
草
を
結
び
て
庵
を
河
の
濱
に
戻
る
)
と
あ
る
。

司
命
　
寿
命
を
司
る
神
、
ま
た
は
星
の
名
。
星
の
名
と
し
て
は
、

『
周
蔵
』
春
官
・
大
宗
伯
、
『
史
記
』
天
官
書
に
す
え
、
天
官
書

の
司
馬
貞
索
隠
引
『
春
秋
元
命
包
』
　
に
　
「
司
命
主
老
幼
。
」
　
(
司

?
か
さ
ピ

命
は
老
幼
を
主
　
る
)
、
『
青
書
』
天
文
志
上
に
　
「
西
近
文
昌
二
星

目
上
台
、
鳥
司
命
、
主
壽
。
」
　
(
西
の
か
た
文
昌
に
近
き
二
星
を

上
台
と
日
ひ
、
司
命
と
烏
し
、
壽
を
主
る
)
　
と
あ
る
。
ま
た
、
『

楚
辞
』
九
歌
少
司
命
「
藷
何
以
今
愁
苦
」
李
周
翰
注
に
も
「
司
命
、

星
名
。
主
知
生
死
、
輔
天
行
化
、
誅
慈
謹
善
也
。
」
　
(
司
命
は
、

ヽ

星
の
名
な
り
。
生
死
を
知
り
、
天
を
輔
け
化
を
行
ひ
、
悪
を
誅
し

善
を
護
る
を
主
る
)
　
と
あ
る
。
神
の
名
と
し
て
は
、
『
荘
子
』
至

欒
憲
に
　
「
吾
使
司
命
復
生
子
形
、
馬
子
骨
肉
肌
膚
、
反
子
父
母
妻

子
間
里
知
識
、
子
欲
之
平
。
」
　
(
吾
　
司
命
を
し
て
復
た
子
の
形
を

生
じ
、
子
の
骨
肉
肌
膚
を
鳥
し
、
子
の
父
母
妻
子
間
里
知
識
に
反

さ
し
め
ば
、
子
　
之
を
欲
す
る
か
)
、
『
抱
朴
子
』
金
丹
篇
に
　
「
服

如
麻
子
三
九
、
…
…
千
日
、
司
命
削
去
死
籍
。
」
　
(
麻
子
の
如
き

三
丸
を
服
し
、
・
…
=
千
日
な
れ
ば
、
司
命
　
死
籍
よ
り
削
去
す
)

と
あ
る
。
　
鍾
下
山
六
十
歩
　
六
十
歩
と
い
う
の
は
、
孫
権
が
呉

王
と
な
っ
た
　
(
二
二
こ
　
か
ら
、
孫
略
が
晋
に
降
る
　
(
二
八
〇
)

ま
で
が
六
十
年
間
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。
　
亮
生
休
、
休
生
和
　
こ
の
記
述
に
は
誤
り
が
あ
る
。
亮
・

休
・
和
の
三
人
と
も
槽
の
子
で
あ
る
。
孫
亮
　
(
二
四
三
-
?
)
　
は

孫
権
の
少
子
、
呉
の
廃
帝
、
二
五
〇
年
に
太
子
と
な
り
、
二
五
二

年
に
即
位
し
た
が
、
二
五
八
年
に
廃
さ
れ
て
会
稽
王
と
な
る
。
孫

休
　
(
二
三
五
-
二
六
四
)
　
は
、
孫
権
の
第
六
子
、
呉
の
景
帝
、
二

五
八
年
か
ら
二
六
四
年
ま
で
在
位
。
亮
・
休
は
、
『
三
國
志
』
巻

四
八
　
「
三
嗣
主
停
」
　
に
伝
が
あ
る
。
孫
和
　
(
二
二
四
-
二
五
二
)

は
、
孫
権
の
第
三
子
、
二
四
二
年
に
太
子
と
な
る
が
、
二
五
〇
年

に
廃
さ
れ
、
後
に
南
陽
王
と
な
る
。
『
三
国
志
』
巻
五
九
　
「
呉
主

五
子
博
」
に
伝
が
あ
る
。
　
和
生
略
　
孫
轄
(
二
三
九
-
二
八
〇
)
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は
、
孫
和
の
子
で
呉
の
末
帝
、
二
八
〇
年
に
晋
に
降
り
、
帰
命
侯

に
封
じ
ら
れ
ほ
ど
な
く
し
て
卒
す
。
『
三
國
志
』
巻
四
八
　
「
三
嗣

主
博
」
　
に
伝
が
あ
る
。
な
お
『
三
国
志
』
は
　
「
略
」
　
を
　
「
暗
」
　
に

作
る
。

わ
か

【
訓
読
】
　
孫
鐘
は
、
呉
郡
富
春
の
人
に
し
て
、
堅
の
父
な
り
。
少

き
時
家
貧
し
く
、
母
と
居
り
、
至
孝
に
し
て
鴬
信
、
瓜
を
種
う
る

を
業
と
鳥
す
。
瓜
熟
せ
し
と
き
、
三
少
年
の
容
服
研
麗
な
る
有
り
、

い
た

鐘
に
詣
り
て
瓜
を
乞
ふ
。
鐘
　
引
き
て
庵
中
に
入
れ
、
瓜
及
び
飯

を
設
け
、
祀
敬
股
勤
た
り
。
三
人
　
去
る
に
臨
み
、
鐘
に
謂
ひ
て

日
く
、
「
君
の
厚
き
恵
み
を
蒙
る
。
今
子
に
葬
地
を
示
さ
ん
。
世

世
侯
に
封
ぜ
ら
る
る
を
得
ん
と
欲
す
る
か
。
敷
代
の
天
子
と

ひ
ざ
ま
づ

ら
ん
と
欲
す
る
か
」
と
。
鐘
脆
き
て
日
く
、
「
敷
代
の
天
子
は
、

よ
り
昔
に
楽
し
む
所
な
る
ペ
L
L
　
と
。
便
ち
烏
に
墓
を
定
む
。

又故と鳥

日
く
、
「
我
は
司
命
な
り
。
君
山
を
下
る
こ
と
百
歩
、
反
顧
す
る

こ
ち
勿
か
れ
」
　
と
。
鍾
　
山
を
下
る
こ
と
六
十
歩
に
し
て
、
回
看

す
れ
ば
、
拉
び
に
白
鶴
と
焦
り
て
飛
び
去
る
。
鐘
　
遂
に
比
に
於

い
て
母
を
葬
る
。
家
上
に
気
の
天
に
煽
る
る
有
り
。

鍾
後
に
塾
を
生
み
、
堅
樺
を
生
み
、
椎
亮
を
生
み
、
亮
休

を
生
み
、
休
和
を
生
み
、
和
時
を
生
む
。
晋
の
伐
つ
所
と
岳
り
、

降
り
て
掃
命
侯
と
鳥
る
。

【
訳
文
】
　
孫
鐘
は
、
呉
郡
富
春
の
人
で
、
孫
堅
の
父
で
あ
る
。

若
い
と
き
家
が
貧
し
く
、
母
と
一
緒
に
住
み
、
極
め
て
親
孝
行
で

誠
実
な
人
柄
で
あ
り
、
瓜
を
種
え
て
生
業
と
し
て
い
た
。
瓜
が
熟

し
た
と
き
、
三
人
の
容
姿
服
装
が
美
麗
な
少
年
が
、
鐘
を
訪
ね
て

来
て
瓜
を
所
望
し
た
。
鐘
は
あ
ば
ら
屋
に
招
き
入
れ
、
瓜
と
ご
飯

を
用
意
し
、
懇
ろ
に
恭
し
く
礼
を
尽
く
し
接
待
し
た
。
三
人
は
立

ち
去
る
際
に
、
鐘
に
向
か
っ
て
、
「
君
の
手
厚
い
も
て
な
し
を
受

け
た
。
今
あ
な
た
に
母
親
を
埋
葬
す
る
場
所
を
教
え
て
あ
げ
よ
う
。

代
々
諸
侯
と
な
る
の
が
い
い
で
す
か
。
そ
れ
と
も
数
代
の
天
子
と

な
る
の
が
い
い
で
す
か
」
　
と
言
っ
た
。
鐘
は
ひ
ざ
ま
ず
い
て
、
「

数
代
の
天
子
の
方
が
、
当
然
楽
し
み
と
す
る
も
の
で
す
」
　
と
言
っ

た
。
そ
こ
で
鐘
の
た
め
に
墓
所
を
決
め
た
。
ま
た
、
「
わ
た
し
は

司
命
で
す
。
あ
な
た
は
山
か
ら
下
り
る
百
歩
の
間
、
後
ろ
を
振
り

返
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
」
　
と
言
っ
た
。
鐘
が
六
十
歩
ほ
ど
山
を
下

り
た
と
こ
ろ
で
、
ふ
り
返
っ
て
み
る
と
、
み
な
白
い
鶴
と
な
っ
て

飛
び
去
っ
た
。
鐘
は
決
め
ら
れ
た
場
所
に
母
を
埋
葬
し
た
。
墓
の

上
に
は
気
が
立
ち
上
り
天
に
達
し
た
。

鐘
は
そ
の
後
に
聖
を
生
み
、
堅
は
権
を
生
み
、
槽
は
亮
を
生
み
、

亮
は
休
を
生
み
、
休
は
和
を
生
み
、
和
は
鴫
を
生
ん
だ
。
時
は
晋

に
討
た
れ
て
、
降
服
し
て
拝
命
侯
と
な
っ
た
。

【
補
説
】
　
こ
れ
は
、
第
4
0
話
と
同
じ
く
、
墓
所
を
教
え
て
も
ら

い
子
孫
が
繁
栄
す
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
瓜
に
つ
い
て
は
、
「
異

鰻
同
帝
」
　
「
八
瓜
同
市
」
　
「
両
虎
共
南
」
　
な
ど
の
　
「
嘉
瓜
」
　
が
瑞

兆
と
し
て
『
末
書
』
巻
二
九
符
瑞
志
下
に
見
え
る
。
ま
た
、
瓜
を

み
る
み
る
う
ち
に
実
ら
せ
る
仙
術
の
話
が
『
捜
神
記
』
巻
一
第
二

四
話
　
「
徐
光
」
、
『
抱
朴
子
』
内
岩
巻
三
　
「
封
俗
篇
」
　
な
ど
に
記

さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
話
は
、
『
異
苑
』
と
『
末
書
』
に
も

次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
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O
 
r
異
苑
』
巻
四
、
第
一
二
一
誌
　
「
致
世
天
子
」

孫
鐘
、
富
春
人
、
堅
父
也
。
輿
母
居
、
至
孝
荒
性
、
植
瓜
畠
業
。
忽
有

三
年
少
、
容
限
妨
堤
、
詣
鍾
乞
瓜
。
鍾
馬
設
食
、
出
瓜
、
穏
敬
怒
敷
。
三

人
臨
去
日
、
「
我
等
司
命
邱
。
感
君
接
見
之
厚
。
欲
連
世
封
侯
、
欲
致
世

天
子
。
」
　
鍾
日
、
「
致
世
天
子
、
故
富
所
築
。
」
　
因
島
鍾
定
墓
地
、
出
門
悉

化
成
自
説
。
一
云
、
孫
堅
喪
父
行
葬
地
、
忽
有
一
人
目
、
r
君
欲
百
世
諸

侯
平
。
欲
四
世
帯
平
。
」
笑
日
、
「
欲
帝
。
」
比
人
因
指
一
成
、
喜
悦
而
没
。

堅
異
而
従
之
。
時
富
春
有
沙
浣
暴
出
。
及
堅
鳥
監
丞
、
隣
賞
相
送
干
上
。

父
老
謂
日
、
r
比
沙
狭
而
長
。
子
後
路
焉
長
沙
英
。
」
　
果
起
義
兵
於
長
抄
。

(
孫
鐘
は
、
富
春
の
人
、
堅
の
父
な
り
。
母
と
居
り
、
至
孝
に
し
て
鮨
性
、

瓜
を
穏
う
る
を
業
と
烏
す
。
忽
ち
三
年
少
有
り
、
容
服
研
麗
に
し
て
、
鐘

に
詣
り
て
瓜
を
乞
ふ
。
鍾
一
馬
に
食
を
設
け
、
瓜
を
出
だ
し
、
穏
敬
怒
勲

た
り
。
三
人
去
る
に
臨
み
て
日
く
、
「
我
等
は
司
命
郎
な
り
。
君
の
接
見

の
厚
き
に
感
ず
。
連
世
侯
に
封
ぜ
ら
る
る
を
欲
す
る
か
、
救
世
の
天
子

を
欲
す
る
か
」
　
と
。
鍾
日
く
、
「
救
世
の
天
子
は
、
故
よ
り
昔
に
欒
し
む

所
な
る
べ
し
」
　
と
。
因
り
て
鐘
の
烏
に
墓
地
を
定
め
、
門
を
出
で
て
悉
く

化
し
て
白
鵠
と
成
る
。
一
に
云
ふ
、
孫
堅
　
父
を
喪
ひ
葬
地
に
行
く
に
、

忽
ち
一
人
有
り
て
.
日
く
、
r
君
百
世
諸
侯
た
る
を
欲
す
る
か
。
四
世
の
帝

孫
堅
之
祖
名
鐘
、
家
在
呉
郡
富
春
、
澗
輿
母
居
。
性
至
孝
。
遭
歳
荒
、

以
種
瓜
為
業
。
忽
有
三
少
年
詣
鍾
乞
瓜
、
鐘
厚
待
之
。
三
人
謂
鍾
日
、
「

比
山
下
善
。
可
作
家
。
葬
之
、
富
田
天
子
。
君
可
下
山
百
歩
許
、
顧
見
我

去
。
即
可
葬
也
。
」
　
鍾
去
三
十
歩
、
便
反
顧
、
見
三
人
並
乗
白
鶴
飛
去
。

鍾
死
、
即
葬
其
地
。
地
在
醇
城
東
、
家
上
敷
有
光
怪
、
雲
気
五
色
上
馬
天
、

術
数
里
。
父
老
相
謂
、
「
此
非
凡
気
、
孫
氏
其
興
臭
。
」
　
(
孫
聖
の
祖
名
は

鐘
、
家
は
呉
郡
富
春
に
在
り
、
濁
り
母
と
居
る
。
性
　
至
孝
な
り
。
歳
の

荒
な
る
に
遭
ひ
、
瓜
を
種
う
る
を
以
て
業
と
烏
す
。
忽
ち
三
年
少
の
鐘
に

詣
り
て
瓜
を
乞
ふ
有
り
、
鍾
　
厚
く
之
を
持
す
。
三
人
鐘
に
謂
ひ
て
日
く
、

「
比
の
山
の
下
善
し
。
家
を
作
る
可
し
。
之
に
葬
ら
ば
、
富
に
天
子
を
出

は
か
り

だ
す
べ
し
。
君
　
山
を
下
る
こ
と
百
歩
許
可
に
し
て
、
我
が
去
る
を
顧

見
せ
よ
。
即
ち
葬
る
べ
き
と
こ
ろ
な
り
」
　
と
。
鍾
　
去
る
こ
と
三
十
歩
に

し
て
、
便
ち
反
顧
す
る
に
、
三
人
並
び
に
白
鶴
に
乗
り
て
飛
び
去
る
を
見

る
。
鍾
死
し
て
、
即
ち
其
の
地
に
葬
ら
る
。
地
は
醇
城
の
東
に
在
り
、
家

つ
づ

上
に
致
し
ば
光
の
怪
な
る
有
り
て
、
雲
気
五
色
上
り
て
天
に
履
く
こ
と
、

わ
た

敷
里
に
宿
る
。
父
老
相
謂
ふ
、
「
此
れ
凡
気
に
非
ず
、
孫
氏
其
れ
興
ら
ん
」

と
。
)
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を
欲
す
る
か
」
　
と
。
笑
ひ
て
日
く
、

一
成
を
指
し
、
喜
悦
し
て
投
す
。
聖

み
な
ぎ

に
抄
の
綴
り
て
暴
に
出
づ
る
有
り
。

上
に
相
送
る
。
父
老
謂
ひ
て
日
く
、

お
さ

に
精
に
長
抄
を
烏
め
ん
と
す
」
　
と
。

○
『
末
書
』
巻
二
七
符
瑞
志
上

「
帝
を
欲
す
」
　
と
。
此
の
人
因
り
て

異
と
し
て
之
に
従
ふ
。
時
に
富
春

堅
の
監
丞
と
烏
る
に
及
び
、
隣
真

r
比
の
沙
狭
く
し
て
長
し
。
子
後

果
し
て
義
兵
を
長
抄
に
起
こ
す
。
)

94

董
卓
信
巫
、
軍
中
常
有
、
言
活
祀
求
福
①
。
一
日
②
、
従
卓

求
布
。
倉
卒
輿
新
布
手
巾
③
。
又
求
取
筆
④
、
便
捉
以
書
手
巾
上

(9(9(9
0　　　　ヽ

如
作
南
口
。
一
口
大
、
一
口
小
、
相
累
於
巾
上
⑥
。
授
卓
日

「
慎
此
也
。
」
卓
後
岳
呂
布
所
殺
⑧
、
後
人
乃
知
況
呂
布
也

〔
書
紗
一
百
三
十
六
。
御
覚
七
百
三
十
五
〕
　
※
鄭
晩
晴
輯
注
本

四
五
頁
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【
校
異
】
　
①
校
記
云
、
「
『
御
覧
』
引
作
軍
中
常
有
巫
都
言
稿

求
福
利
。
」
　
②
御
覧
無
此
二
字
。
③
御
覧
作
　
「
倉
卒
無
布
有
手
巾

吉
日
可
用
耳
」
　
十
二
字
。
④
御
覧
無
此
四
字
。
⑤
御
覚
作
　
「
取
便

書
巾
上
」
　
五
字
。
⑥
御
覧
作
　
「
相
累
以
學
」
　
四
字
。
⑦
　
「
授
」
、

御
覚
作
　
「
謂
」
。
⑧
　
「
卓
後
」
、
『
古
小
説
鈎
沈
』
本
作
　
「
後
卓
」
、

今
接
御
覚
・
飽
崇
城
本
改
。
此
句
以
下
、
書
紗
無
。
⑨
　
「
乃
」
、

御
覚
作
　
「
則
」
、
今
従
飽
崇
城
本
。

【
注
釈
】
　
董
卓
　
?
-
一
九
二
。
一
八
九
年
、
宮
官
の
誅
減
の

た
め
に
都
洛
陽
に
呼
ば
れ
た
の
を
機
に
、
都
を
制
圧
し
、
少
帝
を

廃
し
て
献
帝
を
帝
位
に
即
け
、
太
尉
、
相
国
と
な
り
、
長
安
に
遷

都
し
、
専
横
の
限
り
を
尽
く
す
。
一
九
二
年
、
司
徒
の
王
允
ら
の

謀
略
に
よ
り
部
下
の
呂
布
に
斬
殺
さ
れ
る
。
『
後
漢
書
』
巻
七
二
、

『
三
國
志
』
巻
六
に
伝
が
あ
る
。
　
言
超
祀
求
福
　
祈
り
祭
っ
て

福
を
求
め
る
と
言
う
。
『
史
記
』
巻
四
五
　
「
韓
世
家
」
　
に
　
「
此
秦

所
蔵
祀
而
求
也
。
」
　
(
此
れ
秦
の
躊
祀
し
て
求
む
る
所
な
り
)
　
と

あ
る
。
『
御
覚
』
引
は
　
「
軍
中
常
有
巫
都
言
、
篇
求
福
利
。
言
一

日
従
卓
求
布
。
」
　
(
軍
中
常
に
巫
の
都
言
有
り
、
議
り
て
福
利
を

求
む
。
言
一
日
卓
に
従
ひ
て
布
を
求
む
)
　
に
作
る
。
こ
れ
に
よ

る
と
、
巫
の
名
が
都
言
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
呂
布
　
?
-

一
九
八
。
は
じ
め
荊
州
刺
史
の
丁
原
に
仕
え
て
い
た
が
、
洛
陽
に

乗
り
込
ん
だ
董
卓
に
寝
返
り
、
董
卓
と
父
子
の
契
り
を
結
ぶ
。
董

卓
に
槍
を
投
げ
つ
け
ら
れ
た
こ
と
、
董
卓
の
侍
女
と
密
通
し
て
い

た
こ
と
な
ど
な
ど
か
ら
、
王
允
の
董
卓
暗
殺
に
荷
担
し
、
董
卓
を

殺
す
。
後
、
蓑
紹
・
蓑
術
・
劉
備
な
ど
と
手
を
結
ぶ
が
、
曹
操
に

捕
ら
え
ら
れ
て
絞
殺
さ
れ
る
。
『
後
漢
書
』
巻
七
五
、
『
三
國
志
』

審
七
に
伝
が
あ
る
。

【
訓
読
】
　
董
卓
　
巫
を
信
じ
、
軍
中
常
に
有
り
、
蕗
祀
し
て
福

を
求
む
と
言
ふ
。
一
日
、
卓
に
従
ひ
て
布
を
求
む
。
倉
卒
と
し
て

新
布
の
手
巾
を
輿
ふ
。
又
筆
を
取
ら
ん
こ
と
を
求
め
、
便
ち
捉
り

ふ
た

て
以
て
手
巾
の
上
に
書
き
、
雨
つ
の
口
を
作
る
が
如
し
。
一
つ
の

か
さ

口
は
大
、
一
つ
の
口
は
小
に
し
て
、
巾
上
に
相
累
ぬ
。
卓
に
授
け

て
日
く
、
「
此
を
慎
め
よ
し
と
。
卓
後
に
呂
布
の
殺
す
所
と
焦
り
、

た
と

後
人
乃
ち
呂
布
に
況
ふ
る
を
知
る
な
り
。

【
訳
文
】
　
董
卓
は
巫
を
信
用
し
、
軍
中
に
は
巫
が
い
つ
も
い
て
、

祈
り
を
し
て
は
福
を
求
め
る
と
言
っ
て
い
た
。
あ
る
日
、
董
卓
に

布
を
求
め
た
。
急
い
で
新
し
い
布
の
手
ぬ
ぐ
い
を
渡
し
た
。
ま
た

筆
を
所
望
し
、
手
に
取
る
と
す
ぐ
に
手
ぬ
ぐ
い
の
上
に
、
二
つ
の

口
を
書
い
た
よ
う
に
見
え
た
。
一
つ
の
口
は
大
き
く
、
一
つ
の
口

は
小
さ
く
て
、
手
ぬ
ぐ
い
の
上
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
董
卓
に
渡

し
て
、
「
こ
れ
に
気
を
つ
け
て
下
さ
い
」
　
と
言
っ
た
。
董
卓
が
後

に
呂
布
に
殺
さ
れ
た
の
で
、
後
の
人
た
ち
は
は
じ
め
て
二
つ
の
口

が
呂
布
に
喩
え
た
も
の
だ
っ
た
の
を
知
っ
た
。

【
補
説
】
　
字
謎
を
使
っ
た
巫
に
よ
る
予
見
詔
で
あ
る
。
『
後
漢

書
』
巻
七
二
董
卓
侍
に
王
允
が
呂
布
ら
と
董
卓
暗
殺
を
謀
っ
た
時

の
話
と
し
て
、
「
有
人
書
呂
字
於
布
上
、
負
而
行
市
、
駄
目
、
「

布
平
。
」
　
有
告
卓
者
、
卓
不
信
。
」
　
(
人
の
呂
字
を
布
の
上
に
書
く

有
り
、
負
ひ
て
市
に
行
き
、
歌
ひ
て
日
く
、
「
布
な
ら
ん
か
」
と
。

卓
に
告
ぐ
る
者
有
る
も
、
卓
悟
ら
ず
)
　
と
あ
り
、
そ
の
李
賢
注
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引
『
英
雄
記
』
に
は
　
「
有
遺
士
古
布
岳
呂
字
、
路
以
示
卓
、
卓
不

知
其
畠
呂
布
也
。
」
　
(
道
士
の
布
に
書
き
て
呂
字
を
烏
す
有
り
、

路
に
以
て
卓
に
示
さ
ん
と
す
る
も
、
卓
共
の
呂
布
た
る
を
知
ら

ざ
る
な
り
)
　
(
冒
一
国
志
』
等
六
董
卓
侍
袈
松
之
注
引
『
英
雄
記
』
も

ほ
ぼ
同
文
で
、
冒
一
国
演
義
』
第
九
回
に
も
同
様
の
記
述
が
見
え
る
)
と

記
す
。
こ
の
　
『
幽
明
録
』
の
話
は
、
そ
の
類
話
で
あ
ろ
う
。

5
0
　
貌
武
帝
椅
忌
晋
宣
帝
子
非
曹
氏
純
臣
。
又
嘗
夢
三
匹
馬
、
在

一
槽
中
共
食
①
、
意
尤
憎
之
。
因
召
文
明
二
帝
、
告
以
所
見
。
並

云
、
「
防
理
自
多
、
無
烏
楕
慮
。
」
　
帝
然
之
。
後
果
害
族
移
器
、

悉
如
夢
蔦
。
〔
御
覚
四
百
〕
　
※
鄭
晩
晴
輯
注
本
四
六
貢

【
校
異
】
　
①
　
「
槽
」
、
御
覚
作
「
糟
」
、
今
接
地
崇
城
本
。

【
注
釈
】
　
貌
武
帝
　
曹
操
(
一
五
五
-
二
二
〇
)
。
二
一
三
年

に
貌
公
、
二
一
六
年
に
貌
王
に
な
る
が
、
帝
位
に
は
つ
か
な
い
ま

ま
病
死
、
そ
の
年
の
十
月
に
子
の
管
玉
が
後
漠
の
献
帝
か
ら
帝
位

を
禅
譲
さ
れ
、
父
曹
操
に
武
帝
の
註
号
を
贈
っ
た
。
　
音
宣
帝
子

「
音
宣
帝
」
　
は
司
馬
敦
二
二
七
九
-
二
五
一
)
。
曹
操
が
貌
王

に
な
る
と
、
太
子
曹
盃
の
補
佐
役
と
な
る
。
管
玉
が
帝
位
(
文
帝
)

に
つ
く
と
撫
軍
将
軍
と
宰
相
の
職
を
兼
務
、
文
帝
に
後
事
を
託
さ

れ
る
。
明
帝
　
(
曹
叡
)
　
が
即
位
す
る
　
(
二
二
七
)
　
と
、
舞
陽
侯
・

標
騎
将
軍
と
な
り
、
呉
二
萄
と
の
戦
い
を
指
揮
す
る
。
五
丈
原
で

諸
葛
孔
明
と
対
噂
し
、
戦
功
を
重
ね
て
太
尉
と
な
り
、
明
帝
か
ら

後
事
を
託
さ
れ
る
。
斉
王
曹
芳
が
即
位
す
る
　
(
二
四
〇
)
　
と
、
大

将
軍
曹
爽
に
太
博
に
祭
り
上
げ
ら
れ
実
権
を
奪
わ
れ
る
が
、
二
四

九
年
に
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ
し
、
曹
爽
一
族
を
処
刑
し
、
丞
相
・

相
国
と
な
り
曹
家
か
ら
実
権
を
奪
っ
た
。
孫
の
司
馬
炎
　
(
二
三
九

1
二
九
〇
)
　
が
魂
か
ら
禅
譲
を
受
け
晋
王
朝
の
帝
位
に
つ
い
た
　
(

二
六
五
)
　
後
、
宣
帝
の
誌
号
を
贈
ら
れ
た
。
「
曹
宣
帝
子
」
　
は
司

馬
敦
の
長
男
の
司
馬
師
　
(
二
〇
八
-
二
五
五
)
、
次
男
の
司
馬
昭

(
二
一
一
-
二
六
五
)
。
司
馬
師
は
二
五
二
年
に
大
将
軍
と
な
り
、

国
政
の
実
権
を
握
り
、
曹
芳
を
廃
位
し
、
高
貴
郷
公
曹
宅
を
帝
位

に
つ
け
　
(
二
五
四
)
、
反
司
馬
勢
力
を
鎮
圧
す
る
。
司
馬
昭
は
兄

が
急
死
し
た
あ
と
、
大
将
軍
・
宰
相
と
し
て
司
馬
家
の
権
勢
を
盤

石
に
し
、
反
逆
し
た
皇
帝
曹
宅
を
刺
殺
し
、
曹
操
の
孫
の
陳
留
王

曹
奥
　
(
常
道
郷
公
、
元
帝
)
　
を
帝
位
に
つ
け
　
(
二
六
〇
)
、
二
六

三
年
に
覇
を
平
定
、
晋
公
と
な
り
、
二
六
五
年
に
は
事
実
上
の
皇

帝
と
し
て
君
臨
す
る
。
二
六
五
年
、
司
馬
昭
の
子
の
司
馬
炎
　
(
武

帝
)
　
が
帝
位
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
景
帝
・
文
帝
を
迫
詔
さ
れ
た
。

鄭
晩
晴
注
で
は
、
「
八
子
)
上
疑
脱
一
八
父
)
字
。
」
　
と
い
う
。
　
純

臣
　
二
心
を
懐
か
な
い
純
粋
に
忠
実
な
臣
下
。
『
春
秋
左
氏
博
』

隠
公
四
年
に
　
「
石
措
、
純
臣
也
。
」
　
(
石
楢
は
、
純
臣
な
り
)
　
と

あ
る
。
　
三
匹
馬
　
司
馬
恕
父
子
三
人
に
喩
え
る
。
　
在
一
槽
中

共
食
一
つ
の
飼
い
葉
桶
で
一
緒
に
餌
を
食
べ
て
い
る
。
「
槽
」

は
曹
家
の
喩
え
、
つ
ま
り
一
曹
家
の
中
で
司
馬
父
子
三
人
が
食
事

を
し
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
司
馬
父
子
が
曹
家
を
食
い
物
に
し
て

い
る
こ
と
を
連
想
さ
せ
る
夢
で
あ
っ
た
。
　
文
明
二
帝
　
貌
文
帝

(
曹
杢
、
一
八
七
-
二
二
六
、
在
位
二
二
〇
-
二
二
六
)
　
と
そ
の

子
の
明
帝
(
曹
叡
、
二
〇
五
-
二
三
九
、
在
位
二
二
六
-
二
三
九
)
。
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防
理
自
多
、
無
鳥
横
慮
　
防
ぐ
方
法
は
い
く
ら
で
も
あ
り
ま
す

か
ら
、
余
計
な
心
配
を
な
さ
れ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
も
に

用
例
を
見
な
い
が
、
防
理
は
防
ぎ
止
め
る
方
法
の
意
、
梼
慮
は
む

や
み
や
た
ら
と
心
配
す
る
意
で
あ
ろ
う
。
司
馬
乾
は
、
皇
太
子
だ

っ
た
頃
か
ら
文
帝
の
補
佐
役
で
あ
り
、
文
帝
と
明
帝
に
は
大
い
に

信
頼
を
得
て
い
た
。
　
害
族
移
器
　
司
馬
氏
が
曹
氏
一
族
を
殺
し

て
政
権
を
奪
取
し
た
。
移
器
は
、
用
例
を
見
な
い
が
、
神
器
を
移

す
、
つ
ま
り
天
子
の
位
を
奪
う
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。

【
訓
読
】
　
魂
の
武
帝
　
晋
の
宣
帝
の
子
の
曹
氏
の
純
臣
に
非
ざ

る
を
猫
忌
す
。
又
嘗
て
三
匹
の
馬
の
、
一
槽
中
に
在
り
て
共
に
食

ら
ふ
を
夢
み
、
意
尤
も
之
を
憎
む
。
因
り
て
文
・
明
二
帝
を
召

し
、
告
ぐ
る
に
見
し
所
を
以
て
す
。
並
び
に
云
ふ
、
「
防
理
自
ら

多
く
、
梼
慮
を
烏
す
こ
と
無
か
れ
」
　
と
。
帝
　
之
を
然
り
と
す
。

後
果
し
て
族
を
害
し
器
を
す
こ
と
、
悉
く
夢
の
如
し
。

【
訳
文
】
　
魂
の
武
帝
は
司
馬
乾
の
子
が
曹
氏
の
忠
実
な
臣
下
で

は
な
い
と
疑
っ
て
い
た
。
ま
た
あ
る
時
三
匹
の
馬
が
、
一
つ
の
飼

い
葉
桶
で
餌
を
食
べ
て
い
る
夢
を
見
て
、
心
中
大
変
い
や
な
思
い

が
し
た
。
そ
こ
で
曹
盃
と
曹
叡
を
呼
ん
で
、
夢
に
見
た
こ
と
を
話

し
た
。
曹
盃
と
曹
叡
の
二
人
は
と
も
に
、
「
防
ぐ
方
法
は
い
く
ら

で
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
余
計
な
心
配
を
な
さ
れ
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
」
と
言
っ
た
。
武
帝
は
も
っ
と
も
だ
と
思
っ
た
。
後
に
案
の

定
、
司
馬
氏
が
曹
氏
一
族
を
殺
し
て
政
権
を
奪
う
こ
と
に
な
っ
た

の
は
、
ま
っ
た
く
夢
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

【
補
説
】
　
夢
と
文
字
の
謎
か
け
を
利
用
し
た
予
見
譚
で
あ
る
。

明
帝
没
後
、
司
馬
氏
の
専
横
が
始
ま
っ
た
頃
に
作
ら
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
『
宋
書
』
巻
二
七
　
「
符
瑞
志
」
　
上
に
も
、
「
宣
帝
有
狼
顧

之
相
、
能
使
面
正
向
後
、
而
身
形
不
具
。
貌
武
帝
嘗
夢
有
三
匹
馬

在
一
槽
中
共
食
。
其
後
宣
帝
及
景
・
文
相
係
岳
宰
相
、
遂
傾
曹

氏
。
」
　
(
宣
帝
狼
顧
の
相
有
り
、
能
く
面
を
し
て
正
に
後
ろ
を
向

か
し
む
る
も
、
両
も
身
形
異
な
ら
ず
。
貌
武
帝
嘗
て
三
匹
の
馬

有
り
て
一
槽
中
に
在
り
て
共
に
食
ら
ふ
を
夢
む
。
其
の
後
宣
帝

つ

及
び
景
・
文
相
係
ぎ
て
宰
相
と
烏
り
、
遂
に
曹
氏
を
傾
く
)
　
と
あ

る
。
『
青
書
』
巻
一
「
宣
帝
紀
」
　
で
は
更
に
詳
し
く
、
「
魂
武
察

帝
有
雄
豪
志
、
聞
有
狼
顧
相
、
欲
験
之
。
乃
召
使
前
行
、
令
反
顧
、

面
正
向
後
而
身
不
動
。
又
嘗
夢
三
馬
同
食
一
槽
、
甚
悪
蔦
。
因
謂

太
子
五
日
、
「
司
馬
先
非
人
臣
也
。
必
預
汝
家
事
。
」
　
太
子
素
輿

帝
善
、
毎
相
全
佑
、
放
免
。
帝
於
是
勤
於
吏
職
、
夜
以
忘
窪
、
至

於
鶴
牧
之
間
、
悉
皆
臨
履
。
由
是
貌
武
意
遂
安
。
」
　
(
琉
武
帝
に

雄
豪
の
志
有
り
と
察
し
、
狼
顧
の
相
有
り
と
聞
き
、
之
を
験
せ
ん

と
欲
す
。
乃
ち
召
し
て
前
行
せ
し
め
て
、
反
顧
せ
し
む
る
に
、
面

正
に
後
を
向
く
も
身
は
動
か
ず
。
又
嘗
て
三
馬
同
に
一
括
に
食
ら

ふ
を
夢
み
、
甚
だ
悪
む
。
因
り
て
太
子
盃
に
謂
ひ
て
日
く
、
「
司

馬
乾
は
人
臣
に
非
ざ
る
な
り
。
必
ず
汝
が
家
事
を
預
か
ら
ん
」
と
。

太
子
素
よ
り
帝
と
善
く
、
毎
に
相
仝
佑
し
、
故
に
免
る
。
帝
是

に
於
い
て
吏
職
に
勤
め
、
夜
は
以
て
窪
ぬ
る
を
忘
れ
、
窃
牧
の
間

に
至
る
も
、
悉
く
皆
臨
屈
す
。
是
由
り
貌
武
の
意
遂
に
安
ら
か
な

り
)
　
と
記
す
。

(紹)
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